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茅ヶ崎市行財政経営改善戦略の取組状況について 

 

１ 行財政経営改善戦略について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経営改善推進方針（庁内連携型及び各課推進型）の取組状況について 

・各課かいの業務の中から資源の創出と変革のアイデアを出すための対話会（意見交換）を実

施。 

・対話会で得たアイデアのうち、庁内横断的に取り組むことで大きな効果が期待できる項目を

「庁内連携型取組」として位置付け。（資料 2 のとおり） 

 ・同様に、各課で推進することで、業務効率化や業務改革につながるものについては、「各課推

進型取組」とした。 

 

令和５年度第３回茅ヶ崎市行政改革推進委員会 

 参考資料 

 経営改善推進方針  人財活躍推進方針 
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各部局において、重
点取組項目に沿って
項目設定し、取り組
みを推進 
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(1) 庁内連携型取組 

・「庁内連携型取組」に位置付けた取組に関係する課かいと実現に向け、具体的な手法の検討・

調整を実施。 

 

(2) 各課推進型取組 

・引き続き対話を行い、対象となる取組について、実現可能性や効果などを確認。 

・取組の推進にあたっては、必要に応じて行政改革推進課が伴走支援やサポートを実施。 

 

３ 人財活躍推進方針の取組状況について 

 ・令和４年４月１日時点の職員数を維持することを目標と定め、定数管理。 

 ・実施計画事業の推進における業務量に応じて任期付職員を活用。 

 ・３つの柱に紐づく重点取組項目については、関係課との対話を行い、順次取り組みを実施。 

 

 


